
諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）
諮問第１５５号 特定生産緑地の指定について

資料3 諮問事項 説明資料



諮問第１５４号 ｐ.1

生産緑地地区とは①

◆ 農業では・・・意欲的な農業者が安心して農業を継続できる

◆ 市民生活では・・・安らぎと健康を保つためのオープンスペース

◆ 防災では・・・火災延焼防止機能、避難路・避難所機能

➢役割

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）

➢指定による効果
◆ 固定資産税や都市計画税等の課税減額

◆ 相続税に対する納税猶予が可能

◆ 建築等に対する行為制限

（国土交通省HP 特定生産緑地指定の手引き5ｐ 抜粋）



生産緑地地区とは②

諮問第１５４号 ｐ.2

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）

◆ 指定後30年の経過
◆ 主たる従事者の死亡または故障
◆ 地区一帯での面積要件欠如

➢解除要件



⚫削除  ２０件 １.７８3ｈａ減

令和7年度の変更概要

・死亡による削除 14件  1.099ha減

・故障による削除 1件 0.２３6ha減

・30年経過による削除 5件 0.448ha減

⚫追加指定 1件  0.0０４ha増

⚫区画整理による変更 ２件  ０．０３１ha減

諮問第１５４号 ｐ.3

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）



令和６年度

⚫地区数及び指定面積

令和７年度

８８．８５ｈａ ８７．０４ｈａ

３８７地区 ３８１地区
６地区減
１．８１ｈａ減

⚫特定生産緑地指定面積

令和６年度

７１．１0ｈａ

令和７年度

69.97ｈａ
1.13ｈａ減

諮問第１５４号 ｐ.4

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）

令和7年度の変更概要



削除のみを行う位置及び区域 

諮問第１５４号 ｐ.5

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）



⚫土地所有者の申請により新規に指定するもの

（募集期間 5／12～5／30） 1件

追加指定地区の内訳

諮問第１５４号 ｐ.6

追加のみを行う位置及び区域

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）



地区番号：310 川辺堀之内 追加箇所 現地写真

諮問第１５４号 ｐ.7

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）



区画整理を実施する位置及び区域

諮問第１５４号 ｐ.8

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）



諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）

諮問第１５４号 ｐ.9



これまでの経緯と今後の予定

5月12日～5月30日

８月５日～８月１８日

８月１４日

８月28日

９月９日

１０月8日～10月28日

10月２２日

11月２６日（本日）

12月19日

追加指定申請受付

都市計画原案の縦覧（縦覧者0名）

都市計画原案説明会（申込者０名のため中止）

東京都に協議申出

東京都から協議結果通知書受理

都市計画案の縦覧（縦覧者０名）

都市計画案説明会（申込者０名のため中止）

日野市都市計画審議会へ諮問

都市計画決定・告示（予定）

諮問第１５４号 日野都市計画生産緑地地区の変更について（日野市決定）

諮問第１５４号 ｐ.9



➢特定生産緑地制度の概要
①生産緑地の所有者等の意向を基に、市町村長は告示から３０年経過するまでに、生
産緑地を特定生産緑地として指定が可能

②指定された場合、買取りの申出ができる時期が、「生産緑地地区の都市計画の告示
日から３０年経過後」から、１０年延期

③１０年経過する前であれば、改めて所有者等の同意を得て、繰り返し１０年の延長

④特定生産緑地の税制については、従来の生産緑地に措置されてきた税制が継続

⑤特定生産緑地に指定しない場合は、買取りの申出をしない場合でも、従来の税制措
置が受けられなくなる。（激変緩和措置あり）

⑥特定生産緑地の指定は、告示から30年経過するまでに行うこととされており、３０
年経過後は特定生産緑地として指定不可

期限を迎える２年前に、申請の案内を実施。

諮問第１５5号 特定生産緑地の指定について

諮問第１５5号 ｐ.1



➢特定生産緑地の指定手続き

諮問第１５5号 特定生産緑地の指定について

諮問第１５5号 ｐ.2

◆生産緑地法 第１０条の２（特定生産緑地の指定）

３ 市町村長は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該生産緑地に係る農地等利害関係人
の同意を得るとともに、市町村都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

４ 市町村長は、指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該特定生産緑地を公
示するとともに、その旨を当該特定生産緑地に係る農地等利害関係人に通知しなければならない。

（国土交通省HP 特定生産緑地指定の手引き10ｐ 抜粋）



➢特定生産緑地の指定について
【特定生産緑地の指定箇所】

諮問第１５5号 特定生産緑地の指定について

諮問第１５5号 ｐ.3



➢日野市の今後の取り組み

・ 次回の大規模な特定生産緑地の指定は令和14年

（内容）

平成4年指定の生産緑地と平成14年指定の生産緑地の

両方を特定生産緑地に指定するため（平成4年は再指定）

※令和14年に向けて、関係機関（農業委員会など）と連携を取り
ながら、今後生産緑地に指定していない市街化農地の追加指定、
個別相談（相続や肥培管理等）、特定生産緑地に指定しなかった
生産緑地についてのフォロー等を連携して実施する予定

諮問第１５5号 特定生産緑地の指定について

諮問第１５5号 ｐ.4
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